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豊郷町長　　　　　　　

住民票の異動届について（催告）


　住民票は、あらゆる行政の基礎となるものであり、住民記録と居住実態が一致していることが必要とされます。
　さて、　　　　年　　月　　日付第　　　号で住民票の異動届について通知しておりますが、そのままとなっておりますので、速やかに住民票の異動届（転出届または転居届）を提出されるよう催告します。
　なお、　　　　年　　月　　日までに届出がない場合は、職権において住民票を消除等する措置をとりますので、念のために申し添えます。住民票の異動届について、不明なことがあるときは下記までお問い合わせください。
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【連絡先】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒529－1169
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀県犬上郡豊郷町大字石畑375番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊郷町　　　　　　課
電話番号
